
阿賀野市告示第８号 

 阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

  令和７年１月９日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市高等職業訓練促進給付金等支給要綱（平成２６年阿賀野市告示第１１２号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号アに次のただし書を加える。 

  ただし、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超

えた場合であっても、その後１年間に限り、引き続き対象者とする。 

 第７条第１項第１号中「キまで」を「カまで」に改め、同号イを次のように改める。 

  イ 次に掲げるいずれかの書類 

   (ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し（８月から１０月までの間に申請す

る場合は不要とする。以下同じ。） 

   (イ) 申請者の前年（１月から７月までの間に申請する場合には、前々年）の所

得の額並びに加算対象扶養親族（所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規

定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない３０歳以上７０歳未満

の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。）及び生計維持児童（受給希望者の

扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同

じ。）の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての

市町村長（特別区長を含む。以下同じ。）の証明書（同法に規定する控除対象

扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある者にあっては、１６歳以上１９歳

未満の控除対象扶養親族に関する申立書（第４号様式。以下「１６歳以上１

９歳未満に関する申立書」という。）及び当該控除対象扶養親族の前年の所得

の額についての市町村長の証明書を含む。） 

   (ウ) 申請者の前々年（１月から７月までの間に申請する場合には、３年前の年）

の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶

養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書（同法に

規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある者にあっては、

「１６歳以上１９歳未満に関する申立書」及び当該控除対象扶養親族の前々

年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。） 

 第７条第１項第２号中「キまで」を「カまで」に改め、同号イを次のように改める。 
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  イ 次に掲げるいずれかの書類 

   (ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し 

   (イ) 申請者の前年（１月から７月までの間に申請する場合には、前々年）の所

得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親

族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書（同法に規定

する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある者にあっては、「１

６歳以上１９歳未満に関する申立書」及び当該控除対象扶養親族の前年の所

得の額についての市町村長の証明書を含む。） 

   (ウ) 申請者の前々年（１月から７月までの間に申請する場合には、３年前の年）

の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶

養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書（同法に

規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある者にあっては、

「１６歳以上１９歳未満に関する申立書」及び当該控除対象扶養親族の前々

年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。） 

 第１号様式を次のように改める 

 

 



第１号様式（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   附 則 

 この告示は、令和７年１月９日から施行し、改正後の阿賀野市高等職業訓練促進給付

金等支給要綱の規定は、令和６年８月３０日から適用する。 


